
通所介護契約書別紙兼重要事項説明書（別表①） 

【指定通所介護】（通常規模型） 

＜令和６年６月１日現在＞ 

 

１ 利用料 

 サービスを利用した場合の「基本料金」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利

用者負担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）

の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービス利用する場合、超えた額

の全額をご負担いただきます。 

（１）通所介護の利用料 

【基本部分：通所介護費（通常規模型）】 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された

場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新し

い基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用す

る場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

 

 

 

料金区分 
１日の基本利用料             （注１）参照 

１日の利用者負担金（自己負担１割の場合） （注２）参照 

利用時間 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ 
３,７００円 ３,８８０円 ５,７００円 ５,８４０円 ６,５８０円 

３７０円 ３８８円 ５７０円 ５８４円 ６５８円 

要介護２ 
４,２３０円 ４,４４０円 ６,７３０円 ６,８９０円 ７,７７０円 

４２３円 ４４４円 ６７３円 ６８９円 ７７７円 

要介護３  

４,７９０円 ５,０２０円 ７,７７０円 ７,９６０円 ９,０００円 

４７９円 ５０２円 ７７７円 ７９６円 ９００円 

要介護４  

５,３３０円 ５,６００円 ８,８８０円 ９,０１０円 １０,２３０円 

５３３円 ５６０円 ８８０円 ９０１円 １,０２３円 

要介護５  

５,８８０円 ６,１７０円 ９,８４０円 １０,０８０円 １１,４８０円 

５８８円 ６１７円 ９８４円 １,００８円 １,１４８円 

※ 所要時間が１時間ごとに時間区分され、１日当たりの利用料金及び自己負担額が減算され

ます。３時間未満の場合は算定いたしません。 



【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 

利用者負担金

（自己負担１割

の場合） 

入浴介助加算（Ⅰ） 
利用者の入浴介助を行った場合 

（１日につき） 
４００円 ４０円 

入浴介助加算（Ⅱ） 

利用者の居宅を訪問して浴室での利用者の動

作や環境を評価し、個別入浴計画を作成してそ

の計画に基づいた入浴介助を行った場合 

（１日につき） 

５５０円 ５５円 

中重度者ケア 

体制加算 

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し

指定通所介護を行った場合（１日につき） 
４５０円 ４５円 

生活機能向上 

連携加算（Ⅰ） 

外部のリハビリテーション専門職等や医師から

の助言を受けた上で、個別機能訓練計画を作

成した場合（３月に１回を限度） 

１，０００円 １００円 

生活機能向上 

連携加算（Ⅱ） 

外部のリハビリテーション専門職と連携して機能

訓練のマネジメントを行った場合（１月につき） 
２，０００円 ２００円 

個別機能訓練加算

（Ⅰ）イ 

当該加算の体制・人材を満たし、利用者への機

能訓練を行った場合（配置時間の定めなし） 

（１日につき） 

５６０円 ５６円 

個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロ 

該加算の体制・人材を満たし、利用者への機能

訓練を行った場合（サービス提供時間帯を通じ

て配置）、（１日につき） 

７６０円 ７６円 

個別機能訓練加算

（Ⅱ） 

（Ⅰ）に加えて計画内容等を厚生労働省に提出

し、フィードバックを受けている場合（１月につき） 
２００円 ２０円 

ADL 維 持 等 加 算

（Ⅰ） 

一定期間内の当該事業所利用者のＡＤＬ（日常

生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の

水準を超えた場合（１月につき） 

３００円 ３０円 

AD Ｌ 維 持 等 加 算

（Ⅱ） 

加算Ⅰを算定できる期間においてＡＤＬ値の測

定等を行った場合（１月につき） 

※加算Ⅱを策定する場合、加算Ⅰは策定しな

い。 

６００円 ６０円 

認知症加算 

当該加算の体制・人材要件を満たし、日常生活

に支障を来すおそれのある症状又は行動が認

められることから介護を必要とする認知症の者

に対して指定通所介護を行った場合 

（１日につき） 

６００円 ６０円 

若年性認知症利用

者受け入れ加算 

若年性認知症利用者へサービスを提供した場

合（１日につき） 
６００円 ６０円 



※認知症加算を算定する場合、算定しない。 

栄養アセスメント 

加算 

管理栄養士を配置して栄養アセスメントを実施し

た場合（１日につき） 
５００円 ５０円 

栄養改善加算 
利用者へ栄養食事相談等の栄養改善サービス

を行った場合（１回につき。月２回まで） 
２，０００円 ２００円 

口腔・栄養スクリー

ニング加算（Ⅰ） 

口腔の健康状態及び栄養状態について確認を

行い、当該情報を介護支援専門員に提供した

場合（６か月ごとに１回まで） 

２００円 ２０円 

口腔・栄養スクリー

ニング加算（Ⅱ） 

口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認

を行い、当該情報を介護支援専門員に提供した

場合（６か月ごとに１回まで） 

５０円 ５円 

口腔機能向上 

加算（Ⅰ） 

利用者へ口腔清掃指導や摂食・嚥下機能訓練

などの口腔機能向上サービスを行った場合 

（１回につき。月２回まで） 

１，５００円 １５０円 

口腔機能向上 

加算（Ⅱ） 

加算Ⅰの取り組みに加え、計画等の情報を厚生

労働省に提出して活用した場合 

（１回につき。月２回まで） 

１，６００円 １６０円 

科学的介護推進 

体制加算 

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認

知症等の基本的な情報を、厚生労働省に提出

（３ヶ月に１回）している場合（１月につき） 

４００円 ４０円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

以下のいずれかに該当する場合 

①介護福祉士70％以上②勤続10年以上介護

福祉士25％以上 （１回につき） 

２２０円 ２２円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

介護福祉士50％以上 

（１回につき） 
１８０円 １８円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

以下のいずれかに該当する場合 

①介護福祉士40％以上②勤続７年以上30％以

上（１回につき） 

６０円 ６円 

介護職員等処遇改

善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注３） 

※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 

 

 

 

 

 

９．２％ 

左記額の１割 

介護職員等処遇改

善加算Ⅱ 
９．０％ 

介護職員等処遇改

善加算Ⅲ 
８．０％ 

介護職員等処遇改

善加算Ⅳ 
６．４％ 

同一規模区分内で

減少した場合の加

算 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数

の減少が一定以上生じている場合※ （注３） ３％ 左記額の１割 

中山間地域等に居

住する者へのサー

中山間地域等（新潟県は全域）において、通常

の事業の実施地域以外に居住する利用者へサ
５％ 左記額の１割 



ビス提供加算 ービス提供した場合※ （注３） 

（注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象から除かれます。 

【減算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

基本利用料 
利用者負担金 

（自己負担１割） 

事業所と同一建物

に居住する利用者

へのサービス提供

減算 

当該減算の要件に該当した場合 

（１日につき） 
９４０円 ９４円 

送迎を行わない場

合の減算 

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業

所との間の送迎を行わない場合（片道につき） 
４７０円 ４７円 

業 務 継 続 計 画 未

実施減算 

感染症や非常災害の発生において、サービスの

提供を継続的に実施するための計画を策定し、

計画に従い必要な措置が講じられていない場合 

１％ 左記額の１割 

高 齢 者 虐 待 防 止

措置未実施減算 

虐待の発生又は、その再発を防止するための措

置が講じられていない場合 
１％ 左記額の１割 

（２）その他の費用（上記のほか、下記に該当する場合は自己負担となります） 

食費 一食当たり ６００円 

サービス提供当日１０時以降に昼食をキャンセルされた場合 食 費    ６００円 

※レクリェ－ションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 

※おむつは、原則として持参していただきますが、デイサービスセンタ－のものを使用した場

合は、次回ご利用時使用分をお持ちください｡ 

・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払わ 

れない場合があります。その場合は、一旦１日あたりの利用料金をいただき、サー 

ビス提供証明書を発行いたします。 

・サービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い 

戻しをうけることができます。 

（３）通所介護サービスの中止 

ご利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

・当日の午前８時３０分までにご連絡いただいた場合 無料 

・当日の午前８時３０分までにご連絡がなかった場合 利用料の１割分※ 

※  災害や急病等、やむを得ない事情があった場合は、キャンセル料をいただきません。 

 


